
子ども・子育て支援新制度における1号認定利用者負担【案】について

　平成27 年４月より始まる子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の滝沢市案です。
　国の定める利用者負担案を上限とし、設定しました。最終的には、国の平成27年度予算編成の決定
を踏まえ、滝沢市の予算編成を経て3月に決定になる見込みです。
　そのため、この利用者負担案は、現時点のものであり、今後変更になる可能性があります。

【１号認定】　教育標準時間認定。幼稚園・認定子ども園の利用。

○滝沢市素案 ○国基準案

0 円 0 円

1,000 円

0 円

4,000 円

48,600円未満
（母子・障がい者世帯等）

4,500 円

48,600円未満 5,500 円

62,900円未満
（母子・障がい者世帯等）

8,000 円

62,900円未満 9,000 円

77,100円以下
（母子・障がい者世帯等）

12,000 円

77,100円以下 13,000 円

97,000円以下 14,000 円

169,000円以下 16,500 円

211,200円以下 18,000 円

211,201円以上 18,500 円 211,201円以上 25,700 円

　・　幼稚園年少から小学校３年までの範囲において、最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、
　　　３人目以降については0円とします。
　・　上記保育料に給食費を含みません。また通園バス代などの実費徴収や設備整備費など別途かかる
　　　場合があります。

市町村民税均等割のみ
（母子・障がい者世帯等）

市町村民税非課税世帯
（市町村民税所得割非課税世帯
含む）

9,100 円

20,500

市町村民税非課税世帯
（所得割非課税含む）
（母子・障がい者世帯等）

0

円

77,100円以下 16,100 円

211,200円以下

階　　層　　区　　分
利用者負担

階　　層　　区　　分 利用者負担
（案）

円

市
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市
町
村
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所
得
割
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77,100円以下
（母子・障がい者世帯等）

15,100

生活保護世帯 生活保護世帯

円

市町村民税均等割のみ

円
市町村民税非課税世帯
（母子・障がい者世帯等）

0

市町村民税非課税世帯

資料３ 



子ども・子育て支援新制度における２号認定利用者負担【案】について

　平成27 年４月より始まる子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の滝沢市案です。
　国の定める利用者負担案を上限とし、設定しました。最終的には、国の平成27年度予算編成の決定
を踏まえ、滝沢市の予算編成を経て3月に決定になる見込みです。
　そのため、この利用者負担案は、現時点のものであり、今後変更になる可能性があります。

【２号認定】　満３歳以上で保育認定を受けた子どもの利用者負担金。

○滝沢市素案 ○国基準案

0 円 0 円 0 円 0 円

1,600 円 1,600 円

4,000 円 4,000 円

4,600 円 4,600 円

48,600円未満
（母子・障がい者世
帯等）

5,400 円 5,400 円
48,600円未満
（母子・障がい者世
帯等）

15,500 円 15,300 円

48,600円未満 6,400 円 6,400 円 48,600円未満 16,500 円 16,300 円

48,600円以上
54,600円未満

10,000 円 10,000 円

54,600円以上
59,400円未満

13,400 円 13,400 円

59,400円以上
78,600円未満

16,800 円 16,000 円

78,600円以上
97,000円未満

19,600 円 19,400 円

97,000円以上
115,000円未満

24,200 円 23,000 円

115,000円以上
133,000円未満

26,800 円 25,200 円

133,000円以上
169,000円未満

30,800 円 26,800 円

169,000円以上
268,000円未満

32,900 円 28,800 円

268,000円以上
301,000円未満

34,800 円 30,300 円

301,000円以上
397,000円未満

36,800 円 32,600 円 397,000円未満 77,000 円 75,800 円

397,000円以上 47,900 円 42,400 円 397,000円以上 101,000 円 99,400 円

・１８歳未満の児童が３人以上いる世帯のうち、第３子以降の入所児童は半額となります。

・同時就園の場合、２番目の子は半額、３番目以降は無料となります。

円

57,100 円

26,600 円

40,900 円

58,000 円
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97,000円未満

301,000円未満

市町村民税均等割のみ

169,000円未満

利用者負担
3歳以上（短時間）

0 円

6,000

階　　層　　区　　分
利用者負担（案）

階　　層　　区　　分
3歳（標準時間）

市町村民税非課税世帯

生活保護世帯 生活保護世帯

利用者負担（案）
4歳以上（標準時間）

市町村民税非課税世帯
（母子・障がい者世帯
等）

0

41,500

市町村民税非課税世帯
（所得割非課税含む）
（母子・障がい者世帯
等）

0

27,000

市町村民税均等割のみ
（母子・障がい者世帯
等）

0 円円

利用者負担
3歳以上（標準時間）

市町村民税非課税世帯
（市町村民税所得割非
課税世帯含む）

6,000 円

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

円

円

円



子ども・子育て支援新制度における３号認定利用者負担【案】について

　平成27 年４月より始まる子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の滝沢市案です。
　国の定める利用者負担案を上限とし、設定しました。最終的には、国の平成27年度予算編成の決定
を踏まえ、滝沢市の予算編成を経て3月に決定になる見込みです。
　そのため、この利用者負担案は、現時点のものであり、今後変更になる可能性があります。

【３号認定】　満３歳未満で保育認定を受けた子どもの利用者負担金。

○滝沢市素案 ○国基準案

0 円 0 円 0 円

2,400 円

4,800 円

5,400 円

48,600円未満
（母子・障がい者世帯
等）

6,200 円
48,600円未満
（母子・障がい者世帯
等）

18,500 円 18,300 円

48,600円未満 7,400 円 48,600円未満 19,500 円 19,300 円

48,600円以上
54,600円未満

10,600 円

54,600円以上
59,400円未満

14,000 円

59,400円以上
78,600円未満

17,600 円

78,600円以上
97,000円未満

21,600 円

97,000円以上
115,000円未満

26,000 円

115,000円以上
133,000円未満

30,000 円

133,000円以上
169,000円未満

36,000 円

169,000円以上
268,000円未満

42,000 円

268,000円以上
301,000円未満

47,100 円

301,000円以上
397,000円未満

51,600 円 397,000円未満 80,000 円 78,800 円

397,000円以上 66,000 円 397,000円以上 104,000 円 102,400 円

・１８歳未満の児童が３人以上いる世帯のうち、第３子以降の入所児童は半額となります。

・同時就園の場合、２番目の子は半額、３番目以降は無料となります。

階　　層　　区　　分
利用者負担（案）

階　　層　　区　　分
3歳未満（標準時間）

61,000 円

円

市町村民税非課税世帯
（母子・障がい者世帯等）

生活保護世帯 生活保護世帯

円

9,000 円

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

44,500

市町村民税非課税世帯
（所得割非課税含む）
（母子・障がい者世帯等）

30,000 円
市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

97,000円未満

301,000円未満

市町村民税均等割のみ

169,000円未満

市町村民税非課税世帯
（市町村民税所得割非課税
世帯含む）

市町村民税非課税世帯

市町村民税均等割のみ
（母子・障がい者世帯等）

0 円

9,000 円

円0 0

利用者負担
3歳未満（標準時間）

60,100 円

29,600 円

43,900 円

利用者負担
3歳未満（短時間）



児童１人あたり月額（単位：円）

階 層 区　　　　　　分 ３歳未満 ３歳 ４歳以上

Ａ 生活保護世帯 0 0 0

Ｂ０ 市町村民税非課税世帯（母子・障がい者世帯等) 0 0 0

Ｂ１ 市町村民税非課税世帯（その他の世帯） 5,000 4,000 4,000

Ｂ２ 市町村民税均等割のみ（母子・障がい者世帯等） 11,000 8,000 8,000

Ｂ３ 市町村民税均等割のみ（その他の世帯） 12,000 9,000 9,000

Ｂ４ 市町村民税所得割の額が10，000円未満（母子・障がい者世帯等） 14,000 12,000 12,000

Ｂ５ 市町村民税所得割の額が10，000円未満（その他の世帯） 15,000 13,000 13,000

Ｂ６ 市町村民税所得割の額が10，000円以上 17,000 16,000 16,000

Ｃ１ 所得税額が8，500円未満 20,000 19,000 19,000

Ｃ２ 所得税額が8，500円以上20，000円未満 24,000 24,000 23,000

Ｃ３ 所得税額が20，000円以上40，000円未満 26,000 26,000 25,000

Ｃ４ 所得税額が40，000円以上70，000円未満 32,000 32,000 31,000

Ｃ５ 所得税額が70，000円以上130，000円未満 38,000 37,000 31,000

Ｃ６ 所得税額が130，000円以上202，500円未満 44,000 37,000 31,000

Ｃ７ 所得税額が202，500円以上413，000円未満 50,000 37,000 31,000

Ｃ８ 所得税額が413，000円以上 56,000 37,000 31,000

※所得税の額は、寄付金控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金

　等特別控除・電子証明書等特別控除をする前の額となります。また、平成２２年度税制改正による年少

　扶養控除及び16～18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前で計算します。

※保育所保育料は父母の税額を合算して算定します。確定申告により税額の変更がある場合は、児童福

　祉課に変更後の税額がわかる書類の提出が必要です。

※祖父母等と同居している場合で、父母の収入額が生活保護制度の最低生活費以下と判断される場合は、

　祖父母等のうち家計の中心となる方の課税額により保育料を決定することがあります。

※児童の年齢は、平成２６年４月１日の年齢です。年度途中で児童の年齢が変わっても変更になりません。

※２人以上の児童が保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴
幼

  児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに入所して

  いる場合は、上の児童が全額、下の児童が「保育料一覧表」の年齢区分の半額となります。

※３人以上の児童が保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴
幼

　児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに入所して

　いる場合は、一番上の児童が全額、その下の児童が「保育料一覧表」の年齢区分の半額、一番下の児童

　は無料となります。

※上記のほかに、１８歳未満の児童が３人以上いる世帯のうち、第３子以降の入所児童は半額となります。

この表は、所得税の改正等により、変更になる場合があります。

平成２６年度保育所保育料一覧表



平成 26年度盛岡市保育所保育料表 
（円） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 
保育料の額（月額） 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び，

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律による支援給付受給世帯 

0 0 0 

Ｂ０ 

Ａ階層及びＤ1階層

からＤ11階層までを

除き 25年度分の市区

町村民税の額の区分

が右の区分に該当す

る世帯     

非
課
税
世
帯 

非課税世帯 

（母子・障害者世帯等） 
0 0 0 

Ｂ 
非課税世帯 

（Ｂ０階層を除く） 
2,400 1,600 1,600 

Ｃ１０ 市
区
町
村
民
税
課
税
世
帯 

均等割のみの世帯 

（母子・障害者世帯等） 
4,800 4,000 4,000 

Ｃ１ 
均等割のみの世帯 

（Ｃ１０階層を除く） 
5,400 4,600 4,600 

Ｃ２０ 
所得割のある世帯 

（母子・障害者世帯等） 
6,200 5,400 5,400 

Ｃ２ 
所得割のある世帯 

（Ｃ２０階層を除く） 
7,400 6,400 6,400 

Ｄ１ 

Ａ階層を除き 25年分

の所得税の課税世帯

であってその所得税

の額の区分が右の区

分に該当する世帯 

所
得
税
課
税
世
帯 

5,000円未満 10,600 10,000 10,000 

Ｄ２ 
5,000円以上   

9,000円未満   
14,000 13,400 13,400 

Ｄ３ 
9,000円以上   

25,000円未満   
17,600 16,800 16,600 

Ｄ４ 
25,000円以上   

40,000円未満   
21,600 19,600 19,400 

Ｄ５ 
40,000円以上   

55,000円未満   
26,600 24,200 23,000 

Ｄ６ 
55,000円以上   

70,000円未満   
30,000 26,800 25,200 

Ｄ７ 
70,000円以上   

103,000円未満   
36,000 30,800 26,800 

Ｄ８ 
103,000円以上   

303,000円未満   
42,000 32,900 28,800 

Ｄ９ 
303,000円以上   

413,000円未満   
47,100 34,800 30,300 

Ｄ１０ 
413,000円以上 

734,000円未満   
51,600 36,800 32,600 

Ｄ１１   734,000円以上 66,000 47,900 42,400 

備考 

１ 所得税の額は，寄付金控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控

除をする前の額となります。 

２ 税額のわかる書類を保育所保育料額の算定資料として提出した後に税額の変更があった場合は，保育所保育料額

が変わる場合がありますので，変更後の税額がわかる書類を提出してください。 

３ 児童の年齢は，平成 26年３月 31日の年齢です。平成 26年度途中に児童の年齢が変わっても変更になりません。 

 ３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

生年月日 平成 23年４月２日 

以降 

平成 22年４月２日 

～平成23年４月１日 

平成 20年４月２日 

～平成22年４月１日 

４ 同一世帯で２人以上保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設通所部に入

所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している就学前児童がいる場合の保育所保育料額は，次のとお

りとなります。 

（１）入所児童のうち年齢が１番高い児童  表の額 

（２）入所児童のうち年齢が２番目に高い児童  表の額の２分の１ 

（３）（１），（２）以外の児童  ０円 

５ 保育所保育料額は，月額で決まっていて日割りはいたしません。ただし，次に該当する場合で一定の要件を満た

すときは，保護者の申請により保育料が減免されることがあります。 

（１）年間所得額が前年の半分以下への減少が見込まれ，保育料の納入が著しく困難なとき。 

（２）災害等により財産に損害を受け，保育料の納入が著しく困難なとき。 

（３）事前に翌月の欠席届を提出し，翌月の初日から末日まで登園しなかったとき。 



■　子ども・子育て支援新制度における私立幼稚園等の利用者負担（案）について

○ 市が設定しようとする利用者負担（案） ○ 国が示している利用者負担のイメージ

【参考】
保育所保育料

（４歳児以上）

0 円 0 円 0 円

0 円 0 円

1,000 円 1,600 円

0 円 4,000 円

4,000 円 4,600 円

48,600円未満
(母子・障がい者）

4,500 円 5,400 円

48,600円未満 5,500 円 6,400 円

54,600円以上
59,400円未満

12,000 円 13,400 円

78,600円以上
97,000円未満

14,000 円 19,400 円

97,000円以上
115,000円未満

15,000 円 23,000 円

115,000円以上
133,000円未満

17,000 円 25,200 円

133,000円以上
169,000円未満

18,000 円 26,800 円

268,000円以上
301,000円未満

30,300 円

301,000円以上
397,000円未満

32,600 円

397,000円以上 42,400 円

※　幼稚園年少から小学校３年までの範囲において，最年長の子どもから順に２人目は半額，３人目
　　以降については無料となります。
※　施設によって，バス代などの追加費用がある場合があります。

16,600 円

市町村民税非課税

市町村民税均等割のみ
(母子・障がい者）

市町村民税均等割のみ

市
町
村
民
税
所
得
割

48,600円以上
54,600円未満

169,000円以上
268,000円未満

19,000 円

18,500 円 28,800 円

9,000 円 10,000 円

区分
利用者負担

（案）

生活保護世帯

市町村民税非課税
(母子・障がい者）

59,400円以上
78,600円未満

13,000 円

9,100 円

市
町
村
民
税
所
得
割

77,100円以下
(母子・障がい者）

15,100 円

77,100円以下 16,100 円

77,100円以上
211,200円以下

20,500 円

211,201円以上 25,700 円

市町村民税非課税
(所得割非課税含む)

区分 利用者負担

生活保護世帯

市町村民税非課税
(所得割非課税含む)
(母子・障がい者）

0 円


